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●要項の内容は毎年変更の可能性がありますので，必ず出願年度の要項をご確認ください。 

  

 ●本要項には，手続き日程等の情報は掲載しておりません。 

詳細は，出願を希望する「各学部・研究科からの案内」をご確認ください。 

 

  

 

個人情報の取扱いについて 

 

慶應義塾では個人情報の取扱いに際して「慶應義塾個人情報保護基本方針」および

「慶應義塾個人情報保護規程」を遵守し，適正かつ安全に管理します。 

出願および登録手続にあたってお知らせいただいた氏名，住所その他の個人情報は，

慶應義塾大学各部門におきまして，①出願・選考・登録，②学事（学生が関与する学術

研究活動を含みます。）に関する管理，連絡および手続，③学生生活全般に関する管理，

連絡および手続，④大学内の施設・設備利用に関する管理，連絡および手続，⑤本人に

送付する各種書類の発送その他の連絡とこれらに付随する事項を行うために利用しま

す。また，個人が特定できないように統計処理した個人情報のデータは，本学における

調査・研究の資料として利用されます。 

上記の業務は，その一部を慶應義塾より当該業務の委託を受けた業者（以下，「受託

業者」といいます。）において行います。業務委託にあたり，受託業者に対して，委託

した業務を遂行するために必要となる限度で，お知らせいただいた個人情報の全部ま

たは一部を提供することがあります。 

その他，法律上開示すべき義務を負う場合や，学生本人または第三者の生命／身体／

財産を保護するために必要であって本人の同意を得ることが困難な場合など，法令上

の例外事由に該当する場合には，第三者に個人情報を開示することがあります。 

慶應義塾は，以上の場合を除いて，同意なく，個人情報を第三者に開示いたしません。 

各手続にお進みいただいた場合には，以上の点にご同意いただいたものと取り扱わ

せていただきます。予めご了承ください。 

 
 慶應義塾個人情報保護基本方針および保護規定 

 https://www.keio.ac.jp/ja/privacy-policy/ 

 

 
安全保障輸出管理について 

 
 本学は，学生への教育・研究内容が国際的な平和および安全の維持を妨げることが無

いよう，「外国為替及び外国貿易法」等に基づく安全保障輸出管理（国外への貨物・技

術の持ち出し・送付等，および国内での外国人等（外国人研究者・留学生）への技術提

供について，経済産業大臣の事前許可が必要かどうかの事前確認を含む）を行っていま

す。それにより，希望する教育が受けられない場合や，研究ができないまたは希望する

教育・研究内容の変更を求められる場合があります。 

 

※安全保障貿易管理の詳細については，経済産業省のウェブサイトを参照してくだ

さい。 

   経済産業省ウェブサイト 

   https://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 

https://www.keio.ac.jp/ja/privacy-policy/
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Ⅰ.特別学生出願について 
 

１．出願資格（はじめにお読みください） 
 

♦重要なお知らせ♦ 

・特別聴講生については，当面の間，募集を中止しています。 

・科目等履修生は，資格取得（学芸員資格や教員免許等）や大学改革支援・学位授与機構の 

与える学位の取得に必要な場合のみ出願を認めます。それ以外を目的とする出願はできま 

せん。ただし，システムデザイン・マネジメント研究科は，目的に関わらず出願が可能で 

す。 

  ・健康マネジメント研究科は，サーティフィケートプログラムに限り出願が可能です。 

 

【特別学生とは】 

 

科 目 等履 修 生 
単位の修得を 

目的として履修する 

履修した授業科目の試験（中間試験やレポート等の提出物

を含む）を受けることができます。 

合格すれば，単位と成績を修得できます。 

研 究 生 

（大学院のみ） 

指導教員 ※1 のもとで 

研究指導を受ける 

ことを目的とする 

研究生の身分だけでは授業の履修・単位修得をすることは

できません（履修の希望がある場合は，授業科目担当者の

許可を得て，科目等履修生として聴講料を納入のうえ登録

しなければなりません）。 

  ※1 原則として，指導教員は当該研究科の研究科委員に限ります。研究科委員ではない教授，准教授，名

誉教授，講師，他の研究科に所属する教員などは指定できません。 

 

特別学生は，正規学生の教育研究に支障のない範囲において，各学部・研究科の選考により授業

の登録が許可されます。登録後は，「学部学則」「大学院学則」と「科目等履修生および特別聴講

生に関する規程」のほか，正規学生と同じく学内の規程を遵守しなければなりません。 

 

■履修ができる科目 

当該学部教授会・研究科委員会が認めた科目とし，単位の上限は各学期１０単位（５科目を限度）

です。学部・研究科により，履修できない科目がありますので，各学部・研究科からの案内で確認

してください。 

■在籍期間 

履修が許可された科目の開講期間，または研究指導を受ける期間(春学期：4月 1日～9月 21日 / 

秋学期：9 月 22 日～翌年 3 月 31 日)になります。在籍期間終了後，継続を希望する場合は，あら

たに出願手続をして許可を得なければなりません。 

 

【本要項により募集する学部・研究科】 

キャンパス 対象となる学部 対象となる研究科 

三 田  文学部，経済学部，法学部，商学部  
文学研究科，経済学研究科，法学研究科，

社会学研究科，商学研究科 

日 吉  経済学部，法学部，商学部，理工学部  
経営管理研究科 

システムデザイン・マネジメント研究科 

矢 上  理工学部   理工学研究科 

湘 南 藤 沢  総合政策学部，環境情報学部 
政策・メディア研究科， 

健康マネジメント研究科 

芝 共 立  薬学部 薬学研究科 

 ※ 教職課程については別途募集します。 

教職課程センター TEL: 03-5427-1618  https://www.ttc.keio.ac.jp/admissions/31a/311a/ 

  

https://www.ttc.keio.ac.jp/admissions/31a/311a/
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【出願資格】 

   

   学部  

出願にあたっては，以下の①～③の資格のうち，いずれかを満たしていることが必要です。 

前述の通り，資格取得（学芸員資格や教員免許等）や大学改革支援・学位授与機構の与える学

位の取得に必要な場合のみ出願を認めます。それ以外を目的とする出願は認めません。 

 

科 目 等履 修 生 

① 大学，短期大学または高等専門学校を卒業した者 ※ 大学通信教育，短期大学通信教育も含む。 

※ 第一次手続（出願）時に「2024年 3月卒業見込」(春学期)，「2024年 9月卒業見込」(秋学期)の者

も含む。 

② 大学に 2年以上在学し，各学部教授会が定める所定単位数を修得した者（(別表)参照）。 

③  前各項と同等以上の学力があると認められた者（事前に出願希望の学部に問い合わせること。  

※総合政策学部・環境情報学部の出願者は出願開始日の一週間前までに問い合わせてください）。 

（別表） 

キャンパス 学部 所定単位数 

三 田 ・ 日 吉 

文 学 部 大学２年終了程度の単位数を目安とし，第一次手続（出願）書類を

もとに出願資格を確認します。第一次手続（出願）時に，志願票に

出願資格確認希望の旨を明記して送付してください。なお，文学部

では大学在学中の者は対象外とします。 

経 済 学 部 

法 学 部 

商 学 部 ７０単位 

矢 上 ・ 日 吉 理 工 学 部 ６２単位 

湘 南 藤 沢 
総合政策学部 ６２単位 

環境情報学部 ６２単位 

芝 共 立 薬 学 部 
学部教授総会で審議のうえ決定します。出願を希望する者は事前に薬

学部学生課に問い合わせてください。 

 

 大学院  

科目等履修生については，資格取得（学芸員資格や教員免許等）や大学改革支援・学位授与機構

の与える学位の取得に必要な場合のみ出願を認めます。それ以外を目的とする出願はできません。

ただし，システムデザイン・マネジメント研究科は，目的に関わらず出願が可能です。 

健康マネジメント研究科は，サーティフィケートプログラムに限り出願が可能です。 

科 目 等

履 修 生 

１．大学を卒業した者 ※ 大学通信教育も含む。※ 第一次手続（出願）時に「2024年 3月卒業見込」(春学期)，   

「2024年 9月卒業見込」(秋学期)の者も含む。 

２．１と同等以上の学力があると認められた者 ※ 事前に出願希望の研究科に問い合わせること(政策・  

メディア研究科の出願者は出願期間開始日の一週間前まで)。 

研 究 生 

１．大学院修士課程を修了した者 ※ 第一次手続（出願）時に「2024年 3月修了見込」(春学期)，「2024年 9

月修了見込」(秋学期)の者も含む。 

２．１と同等以上の学力があると認められた者 ※ 事前に出願希望の研究科に問い合わせること(政策・メ    

ディア研究科の出願者は出願期間開始日の一週間前まで)。 

 

【留学生の在留資格について（学部・大学院）】 

第一次手続（出願）時には，在籍期間中（春学期：4 月 1 日～9 月 21 日／秋学期：9 月 22 日～翌年

3 月 31日）有効な在留期間（満了日）が記載された「住民票の写し」の提出が必要です。  

なお，特別学生の身分を取得することで「留学」の在留資格を得ることはできません。「留学」の在

留資格を取得するためには，国の省令により定められている所定の時間数（１週間につき１０時間以

上）に相当する科目数（１コマ９０分の科目の場合は７科目以上）を履修することや，その他一定の条

件を満たしている必要がありますが，本塾においては，科目等履修生・研究生のいずれの身分において

も，履修できる単位の上限が各学期１０単位（５科目を限度）と定められており，その条件を満たすこ

とができないためです。 
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２．複数学部・研究科に出願する場合の手続について 

 

複数学部・研究科にわたって出願する場合，第一次手続では希望する「主たる所属」(※)の学

部・研究科に出願書類を送付してください。審査料は，希望する「主たる所属」の学部・研究科

に納入してください。ただし，各地区で出願期間が異なりますので，「主たる所属」よりも他の

学部・研究科の手続期間が早い場合は，申請する学部・研究科担当窓口にあらかじめご相談くだ

さい。第二次手続は，授業科目が設置されるキャンパスごとに，履修願を提出してください。第

三次手続書類は,「主たる所属」の学部・研究科から郵送されますので,「主たる所属」の学部・

研究科担当窓口で手続を行ってください。 

 なお，履修できる単位の上限は，申請するすべての学部・研究科あわせて各学期１０単位（５

科目を限度）です。 

学部・研究科によっては，主たる所属に関わらず，学部・研究科独自の出願書類や面談等の手

続きが必要な場合があります。申請するすべての学部・研究科について，必ず各学部・研究科か

らの案内を確認してください。 

 

 

 ※「主たる所属」について 

   

複数の学部・研究科にわたって出願する場合，「主たる所属」の学部・研究科を１つ決めなけ

ればなりません。原則として出願者自身の希望を優先し，大学が決定します。ただし，学部と研

究科をまたがって出願する場合，研究科を主たる所属とします。同一年度内の主たる所属と身分

は，変更できません。また，学部を主たる所属とする場合，大学院の科目は履修できません。 

  経営管理研究科と他の研究科・学部をまたがって出願する場合は，事前に研究科へご連絡くださ

い。 
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３．費用 

 
請求を受けたキャンパスで，指示された方法により納入してください。 

審査料のみ，第二次手続時に必要となります。それ以外の費用は，第三次手続までに必要となります。 

 費用 

審 査 料 
18,000円 ※第二次手続時に，証紙を窓口の券売機で購入してください。 

※経営管理研究科のみ：20,000円 

登 録 料 

・春もしくは秋学期のみの履修または研究指導を希望する場合 

40,000円 

・通年科目，セット科目の履修または 1年間の研究指導を希望する場合 

80,000円 

聴 講 料 

( 履 修 ) 

学 部 44,000円（１単位につき） 

大学院 

38,000円（１単位につき） 

※経営管理研究科のみ：80,000円（1単位につき） 

※システムデザイン・マネジメント研究科のみ：100,000円（１単位につき） 

※学部の科目を履修する場合：44,000円（１単位につき） 

研究指導料 (研究生 ) 
・学期毎に 190,000円 

・春学期から１年間の研究指導を希望する場合は 380,000円 

＊ 審査料は，履修または研究指導が許可された期間にかかわらず，出願年度内において有効です。春

学期に科目履修または研究指導を申請した方が同年度秋学期に同身分で出願する場合，審査料は

不要です。年度を越えて履修を希望する場合には，改めてすべての出願手続，審査料が必要です。 

＊ 春学期に通年科目，春秋セット科目を履修している場合や，春学期に研究生として 1 年間の登録

をした場合は，春学期に 1年間分の登録料を納入する必要があります。 

＊ 研究生は，1 年間研究指導を希望する場合，研究指導料は半額ずつ 2回に分けて納入することがで

きます。その場合，第 2回は指定された期日までに納入してください。 

＊ 研究指導期間を秋学期から 1 年間登録することができます。年度をまたがりますが，この場合，

改めて出願手続や審査料を納入する必要はありません。ただし，登録料・研究指導料は分納となり

ます。次年度の登録料・研究指導料等は改定される場合があります。 

＊ 文学研究科図書館・情報学専攻，理工学研究科，薬学研究科の研究生は，研究指導料のほか，実験

実習費実費が必要です。 

＊ 一度提出された書類および納入された費用（審査料，登録料，聴講料等）は，理由のいかんを問わ

ず返還しません。 

＊ 提出書類に改ざんあるいは不正があったことが発覚した場合は，登録期間終了後でも登録を取り

消します。この場合も費用（審査料，登録料，聴講料等）は一切返還しません。 

＊ 授業科目により別途実費を徴収することがあります。 

＊ 複数のキャンパスにわたって第二次手続をする場合の審査料は，「主たる所属」の学部・研究科で

納入してください。 

＊ 2025 年度の費用は改定されることがあります。 
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Ⅱ. 各種案内 

 
１．学生証について 

 

（i）学生証は，本塾学生であることを証明する身分証明書です。同時にメディアセンター入館証

を兼ねています。第三次手続後，学生証を交付します（複数の学部・研究科にわたって履修す

る場合，主たる所属の学部・研究科から交付します）。常に携帯してください。なお，学生証

は在籍確認シール（裏面シール）に記された期限まで有効です。 

 

（ii）学生証は次のような場合に必要となるので，登校の際は常に携帯しなければなりません。 

(1) 本塾教職員の請求があった場合 

(2) 各種証明書の交付を受ける場合 

(3) 各種試験を受験する場合 

   

（iii）再交付手続 

   学生証を紛失・破損した場合は，証明書用写真※顔写真の変更を希望する場合のみ（縦 4cm× 

横 3cm，カラー光沢仕上げ，無帽上半身正面，白・青またはグレーを基調とした無地の背景，３ 

か月以内に撮影したもの，写真加工アプリ等を用いて画像に修正を施したものは不可）１枚を添 

えて各所属キャンパス学事担当窓口で再交付を受けてください。新しい学生証は原則，当日発行 

いたします。ただし，機械のメンテナンス，故障等により，当日発行できないこともありますの 

でご了承ください。学生証の紛失，破損については，再発行手数料 2,000円が必要です。 

 

（iv）返却 

    在籍期間（有効期限）が過ぎた場合や，再交付後に紛失した学生証が見つかった場合はただち  

  に各所属キャンパス学事担当窓口へ返却しなければなりません。窓口に来ることができない場合  

  には，郵送してください（宛先は「各学部・研究科からの案内」を参照）。 

 

 

２．Web による各種サービスの提供について 
 

（i）塾生サイト（https://www.students.keio.ac.jp/） 

塾生の皆様に向けた各種情報を提供しています。 

 

＜主な提供サービス＞ 

■ シラバス（講義要綱），時間割の公開など 

 

 （ii）keio.jp (https://www.itc.keio.ac.jp/ja/keiojp.html) 

keio.jp は，「慶應義塾共通認証システム」の通称で，慶應義塾が提供する各種オンラインサー

ビスを安全に利用するためのシステムです。利用するには別途手続きが必要です。 

※ keio.jp アカウントのアクティベーション方法に関しては，別途ご案内します。 

 

  ＜主な提供サービス＞ 

  ■  K-LMS：学修支援システム（CanvasLMS） 

主に学修支援を目的としたシステムです。教材配付・レポート提出・お知らせ・ディスカッシ 

ョン等の機能を提供しています。履修科目の担当教員から，K-LMS を利用して教材配付やレポー 

ト提出を指示された場合に利用してください。機能の詳細は次の Webページで確認してください。 

  https://www.itc.keio.ac.jp/ja/keiojp_edu2.html 
     ※ システムデザイン・マネジメント研究科では異なるシステムを使用します。別途手続きが 

必要です。 

 

■ 無線 LAN 

各キャンパスにおいて無線ネットワークの接続が行えます。 

 

 

https://www.students.keio.ac.jp/
https://www.itc.keio.ac.jp/ja/keiojp.html
https://www.itc.keio.ac.jp/ja/keiojp_edu2.html
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■ 慶應メール 

      全塾共通のメールシステムです。Webブラウザやスマートフォンからも利用できます。 

詳細は次の Web ページで確認してください。  

https://www.itc.keio.ac.jp/ja/keiojp_keiomail.html 
※ 前年度に引き続き出願した特別学生の方 

      学籍番号が変わるため，新たに慶應 IDの取得が必要になります。第三次手続期間に学生証   

        を受け取るまでの間は，前年度使用した慶應 ID を利用することができます。事情により第  

    三次手続（登録）期間後も前年度と同じ慶應 ID を利用する必要がある場合は，各キャンパ 

    ス KIC 事務室にお問い合わせください。 

    ※ メディアセンターで提供しているサービスについては，「４．メディアセンター（図書館）

の利用について」を参照してください。 

                                                                            

■ 休講・補講情報 

休講・補講情報については，keio.jp のアカウントのアクティベーションが完了するまでは，

以下の要領で事前に確認してください。 

 

(1) 専用 URL（https://www2.adst.keio.ac.jp/rishu/drt/lecInfoLogin)にアクセス 

(2) ログイン画面で IDとパスワードを入力し，ログインしてください。 

ID とパスワードは第二次手続の際に配布いたします。 

※ ログイン後，必ず設置キャンパスを選択して閲覧してください。「履修中科目」を選択して

も表示されませんので注意してください。 

※ 休講・補講は，直前に変更することがあります。 

※ この IDとパスワードは，登録の学期に限り有効です。 

 

 

３．キャンパス内設置パソコン・プリンタ利用について 

 

慶應義塾情報センター（KIC）は，塾内の情報基盤を整備しており，パソコンやプリンタなど利用

サービスを提供しています。 

 

（i）三田・日吉・信濃町・矢上・芝共立キャンパスでの利用 

 パソコンの利用には，ITC アカウントが必要です（三田・日吉・信濃町・矢上・芝共立キャンパ 

スで利用できる共通アカウントです）。利用登録申請は，各キャンパス KIC事務室で受け付けます。 

申請時には，必ず有効な学生証を提示してください。 

ITCアカウントの利用料金／利用期間 

通期：5,000 円(4月から翌年 3月末まで) 

前期：2,500 円(4月から 9月末まで) 

後期：2,500 円(9月から翌年 3月末まで) 

  

プリンタの利用には，別途料金が発生します。印刷料金の支払いには現金を使用します。各種電子 

マネーや，クレジットカードを使った決済はできませんので，ご注意ください。なお，プリンタの 

利用には，ITCアカウントは必要ありません。 

  ※ 詳細は KICの Webページ（https://www.itc.keio.ac.jp/）でご確認ください。 

  

 （ii）湘南藤沢キャンパス（SFC）での利用 

  SFC-CNSアカウントまたは，SFC-CNSサブアカウントが必要です(ITCアカウントとは，料金など 

別運用になります）。 

  ※ 詳細は湘南藤沢キャンパスＭ館 1 階北側の湘南藤沢 KIC CNS サービス窓口  

        (0466-49-3423)まで次の時間帯にお問い合わせください。 

  受付時間（月～金）  9:15 ～ 17:00 

 

https://www.itc.keio.ac.jp/ja/keiojp_keiomail.html
https://www2.adst.keio.ac.jp/rishu/drt/lecInfoLogin
https://www.itc.keio.ac.jp/
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４．メディアセンター（図書館）の利用について 
 

 各キャンパスのメディアセンター（図書館）が利用できます。 

 開館スケジュールやお知らせなどは，慶應義塾大学メディアセンターの Web サイト

（https://www.lib.keio.ac.jp）を確認してください。 

 

 前年度に引き続き出願した方は，第三次手続期間に学生証を受け取るまでの間もメディアセンター 

を利用することができます。各キャンパスのメディアセンターで継続手続きをしてください。 

 

 （i）入館 

    入館には学生証が必要です。 

   第二次手続をした方は，受付印が押された「メディアセンター入館証」を提示すれば第三次手 

   続期間終了まで入館できます。 

※ 以下の図書館・図書室の利用には制限があります。それぞれの Web サイトの案内をご確認

ください。 

・薬学メディアセンター 

・協生館図書室 

 

 

 （ii）図書の貸出・返却・更新 

   (１) 貸出 

    学生証と借りたい図書をカウンターにお持ちください。 

   「メディアセンター入館証」では図書の貸出はできません。 

      (２) 返却 

    学生証と図書をカウンターにお持ちください。他キャンパスのメディアセンターの図書も

返却することができます。返却期限日を過ぎると，1冊につき 1日 10円の延滞金が課され

ます。休館日も加算されます。 

      (３) 更新 

    貸出規則で定められた更新最大期間内であれば何度でも返却期限を更新（延長）できます。 

   KOSMOS「My Library」から手続きしてください（「（iv）keio.jp で利用できる主なサービス」

参照）。もしくは学生証と更新したい図書をカウンターにお持ちください。 

    更新最大期間を過ぎた場合や，次に予約者がいる場合は，更新できません。 

電話・メールによる更新はできません。返却期限を過ぎて更新した場合，過ぎていた期間分

の延滞金が発生します。後日，カウンターで延滞金をお支払いください。 

 

 （iii）図書の予約，図書の取寄せ，文献複写の取寄せ 

    (１)  図書の予約・取寄せ 

    他の人が借りている図書に予約をかけたり，他キャンパスのメディアセンターから図書を 

  取り寄せたりできます。 

   KOSMOS にログインし，手続きしてください（「（iv）keio.jp で利用できる主なサービス」参

照）。または Web フォームからお申し込みください。 

必要な図書が学内にない場合は，学外の図書館から取り寄せることができます。Webフォ 

ームからお申し込みください。 

  ※学外の図書館から取り寄せた資料は館外貸出ができません。 

    (２)  文献複写の取寄せ 

    他キャンパスのメディアセンターまたは学外の図書館から文献の複写物を取り寄せること 

ができます。複写は著作権法で認められる範囲に限ります。 

    Webフォームからお申し込みください。 

 

 （iv）keio.jp で利用できる主なサービス 

   (１)  電子ジャーナル・電子ブック・データベースのリモートアクセス 

    メディアセンターで契約している電子ジャーナル・電子ブック・データベースを，学外か    

    ら利用することができます。契約上，学外からは利用できないものもあります。 

(２)  KOSMOS のログイン利用     

資料検索システム KOSMOS「My Library」から借りている資料の確認や更新を行うこと 

ができるほか，検索結果から予約・取寄せを申し込むことができます。    

(３） お知らせメールの受信 

https://www.lib.keio.ac.jp/
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    借りている図書の返却期限が近づいたときや，返却期限日を過ぎてしまったときなどに，

図書館からのお知らせメールが届きます。 

   ※keio.jp については「２．Web による各種サービスの提供について」（p.7,8）を参照してくだ

さい。 

   ※前年度に引き続き出願した方は，リモートアクセスおよび KOSMOS「My Library」を利用でき

ない期間が発生します。予めご了承ください。 

 

 

５．不正行為について 

 

 定期試験はもとよりレポート・授業中に行われる小テストにおいても，代筆，剽窃，盗用やカンニ

ング，答案用紙の持ち帰りなどの行為があった場合には，不正行為とみなされ学部学則第 188 条，

大学院学則第 161条により厳しく処分されます。 

 

 

６．成績評価について（科目等履修生のみ） 

 

（i）履修した科目の成績にＳ，Ａ，Ｂ，Ｃのいずれかの評語がついた場合，単位を修得できます。 

   なお，本大学で修得した単位の累積をもって本大学での学位を取得することはできません。ただ

し，「大学改革支援・学位授与機構」の定める基礎資格を有する方が，所定の要件を満たしたうえ

で申請した場合，大学改革支援・学位授与機構の行う審査によって，学位を取得できる途が開かれ

ています。詳細については大学改革支援・学位授与機構にお問い合わせください。  

 

（ii）学業成績表の公開について 

〔学部〕 

   学業成績表は，各学期末（春学期は9月，秋学期は3月）に公開します（ただし，主たる所属が薬

学部の場合は年度末（3月）にまとめて公開します）。なお，通年科目・春秋セット履修科目の成

績は，年度末に，春学期分・秋学期分をまとめて公開します。 

〔研究科〕 

学業成績表は，各学期末（春学期は9月，秋学期は3月）に公開します。 

 

 

７．証明書について 

 

   本人の申請にもとづいて，所定の証明書を交付します。申請方法・発行手数料は主たる所属キャ

ンパスの学部・研究科担当窓口に確認してください。なお，交付までには数日程度要することがあ

ります。 

科目等履修生および研究生は通学証明書および学割証発行の対象になりません。 

 

発行可能な証明書（和文・英文） 

科目等履修生 研究生 

・在学証明書（在学中） 

・在籍証明書（在籍期間終了2ヵ月後） 

・履修科目証明書（学業成績表交付以前） 

・成績証明書（在籍期間終了2ヵ月後） 

・在学証明書（在学中） 

・在籍証明書（在籍期間終了2ヵ月後） 

・履修科目証明書（科目を履修している方のみ，

学業成績表交付以前） 

・成績証明書（科目を履修している方のみ，在籍期

間終了2ヵ月後） 

  ※発行手数料１通300円（料金は改定されることがあります） 

 

８．住所の変更について 

 



- 11 - 

  出願時の住所に変更があった場合は，速やかに主たる所属キャンパスの学事担当に申し出てくだ

さい。 

 

９．その他注意事項 

 

【東京六大学野球早慶戦が行われた場合の授業の取扱い】 

早慶戦当日の休講取扱いはキャンパスによって異なります。詳細は，以下のWebサイトにて案内し

ています。 

https://www.students.keio.ac.jp/com/class/schedule/sokei.html 

試合結果は，東京六大学野球連盟オフィシャルサイト（http://www.big6.gr.jp/）で確認してくだ

さい。 

 

【緊急時における授業の取扱いについて】 

台風・大雨・大雪・地震等の各種自然災害や，大規模な事故等による鉄道等交通機関の運行停止，

その他緊急事態の発生により休講措置をとらざるを得ない場合は，Webサイト等を通じてお知らせし

ます。  

https://www.students.keio.ac.jp/com/class/schedule/emergency.html 

 

授業開始後に緊急事態が発生した場合は，状況により授業の短縮や早退など別途措置を講じます。

構内放送，上記のWebサイトによる大学からの指示に従ってください。 

  

https://www.students.keio.ac.jp/com/class/schedule/sokei.html
http://www.big6.gr.jp/
https://www.students.keio.ac.jp/com/class/schedule/emergency.html
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Ⅲ. 規程・学則 
 

１．大学学部の科目等履修生および特別聴講生に関する規程 
第１条（趣旨）科目等履修生および特別聴講生については，慶應義塾大学学部学則（大正9年5月5日制定。以下「学部学則」とい

う。）に定めのあるもののほかは，この規程によるものとする。ただし，国際センター科目等履修生および教職課程センター科

目等履修生については別に定める。 

第２条（定義）① 科目等履修生は，単位の修得を目的として学部の科目を履修するものとする。 

② 特別聴講生は，単位の修得を目的とせず学部の科目を聴講するものとする。 

第３条（許可条件および対象科目）① 科目等履修生および特別聴講生の登録は，正科生の教育研究に支障のない範囲でこれを許

可する。 

② 履修および聴講の対象科目は，各学期10単位以内（薬学部において薬剤師の国家試験受験資格を取得しようとする場合

を除く。）で，各学部教授会が認めた科目とし，取扱いに関しては別に定める。 

第４条（出願資格）科目等履修生および特別聴講生に出願することができる者は，次の各号に掲げる者とする。 

１ 大学，短期大学または高等専門学校を卒業した者 

２ 大学に２年以上在学し，各学部教授会が定める所定単位数を修得した者。 

なお，修得単位数に関しては別に定める。 

３ 前各号と同等以上の学力があると認められた者 

第５条（出願手続）① 科目等履修生および特別聴講生を希望する者は，所定の手続を経なければならない。 

② 複数の学部にわたって履修または聴講を希望する者は，主たる所属学部を定めるものとする。 

③ 出願手続の詳細については，募集要項において定めるものとする。 

第６条（出願書類および審査料）① 出願書類は，次の各号に掲げるものとし，所定の期日までに審査料を添えて願い出なければ

ならない。 

１ 願書・履歴書（所定用紙）         ２ 最終出身大学等の成績証明書 

３ 最終出身大学等の卒業（在学）証明書    ４ 外国人の場合は住民票の写し 

② 審査料は，別に定めるところによるものとする。 

③ いったん提出された出願書類および納入された審査料は，理由のいかんを問わず返還しない。 

第７条（選考）① 選考は，学部教授会において行うものとする。 

② 必要があるときは，試験・面接等を課すことができる。 

③ 選考の詳細については，募集要項において定めるものとする。 

第８条（許可通知および登録手続）① 選考結果は，本人に通知するものとする。 

② 履修または聴講を許可された者は，募集要項に従い登録手続を済ませなければならない。 

③ 登録に当たって必要な書類は，次の各号のとおりとする。 

１ 誓約書（所定用紙） 

２ 写真（所定様式） 

３ 住民票記載事項証明書（所定用紙） 

第９条（所定の費用） 登録料および聴講料は，学部学則第164条の別表８または別表９の定めるところによる。このほか，大学

の求めに応じて，特に設備利用等により生じた費用相当額を納入するものとする。 

第10条（学生証の交付および返還）① 所定の登録手続を完了した者には学生証を交付する。 

② 履修または聴講が終了して，学籍を失うときは，学生証を直ちに返還しなければならない。 

第11条（成績表および証明書の交付）① 科目等履修生には学業成績表を交付するほか，所定の証明書を交付することができる。 

② 特別聴講生には所定の証明書を交付することができる。 

第12条（入学）入学は，学期の初めに限って許可する。 

第13条（履修または聴講の期間）履修または聴講の期間は，当該科目の設置された学期の開始日から終了日までとする。 

第14条（規程の改廃）この規程の改廃は，大学評議会の議を経て学長が決定する。 

 

 

別表８ （第 164条第１項関係） 科目等履修生の登録料および聴講料（単位：円） 

            種    別 

  学    部 
登  録  料 

聴  講  料 

（１単位） 

文 学 部          

経 済 学 部          

法 学 部          

商 学 部          

理 工 学 部          

総 合 政 策 学 部          

環  境  情  報  学  部          

薬    学    部 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

４４，０００ 

４４，０００ 

４４，０００ 

４４，０００ 

４４，０００ 

４４，０００ 

４４，０００ 

４４，０００ 

 

別表９ （第 164条第２項関係） 特別聴講生の登録料および聴講料（単位：円） 

            種    別 

  学    部 
登  録  料 

聴  講  料 

（１単位） 

文 学 部          

経 済 学 部          

法 学 部          

商 学 部          

理 工 学 部          

総 合 政 策 学 部          

環  境  情  報  学  部          

薬    学    部 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

３１，０００ 

３１，０００ 

３１，０００ 

３１，０００ 

３１，０００ 

３１，０００ 

３１，０００ 

３１，０００ 
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２．学部学則（抜粋） 

 
第１章 総則 

第１条 本大学は，福澤諭吉創業の精神に則り，独立自尊の人格を育成し，精深な学術の理論と応用とを研究教授して，広く社

会の先導者を養成すると共に，文化の発展に貢献することを目的とする。 

第１条の２① 本大学は，教育研究水準の向上を図り，本大学の目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活動等の状況に

ついて点検及び評価を行う。 

（以下省略） 

 

第９章 学年，学期および休校日 

第 24条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月 31日に終わる。 

第 25条 学年を分けて２学期（ただし，医学部第２学年から第６学年は３学期）とする。 

     春学期 ４月１日から９月 21日まで    秋学期 ９月 22日から翌年３月 31日まで 

第 26条① 授業を行わない日（以下「休校日」という。）は，次のとおりとする。ただし，必要があるときは，休校日を変更し，

または臨時に休校することができる。 

１ 日曜日                  ２ 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)で定められた休日 

３ 福澤先生誕生記念日（１月 10日）      ４ 開校記念日（４月 23日） 

５ 春季休校（２月下旬から３月下旬まで）   ６ 夏季休校（７月下旬から９月下旬まで） 

７ 冬季休校（12月下旬から翌年１月上旬まで） 

② 前項に定める春季，夏季および冬季の各休校期間の日の定めは，大学評議会の議を経て，その都度公示する。 

（以下省略） 

 

第 13章 科目等履修生，特別聴講生，特別短期留学生および委託学生 

第 157条の２ 特別の規程のない限り，本学則は科目等履修生，特別聴講生，特別短期留学生および委託学生にも準用する。 

第 158条 各学部，国際センターおよび教職課程センターにおいて１科目または数科目を選択履修しようとする者を科目等履修

生として許可することがある。 

第 159条 科目等履修生は，その修得した授業科目について成績証明書の交付を受けることができる。 

第 160条 各学部において１科目または数科目の聴講を希望する者を特別聴講生として許可することがある。 

第 161条 特別聴講生は，当該授業科目の試験を受けることができない。 

第 162条 科目等履修生および特別聴講生は，志望授業科目を学習するのに十分な学力があると認められた者に限る。 

第 163条 科目等履修生および特別聴講生として許可された者は，所定の誓約書を提出しなければならない。 

第 164条① 科目等履修生は，登録料および聴講料を別表８のとおり納入するものとする。ただし，国際センターについては別

に定める。 

② 特別聴講生は，登録料および聴講料を別表９のとおり納入するものとする。 

③ 科目等履修生および特別聴講生は，大学の求めに応じて，特に設備利用等により生じた費用相当額を納入するものとする。 

第 165条① 科目等履修生および特別聴講生の登録期間は，履修または聴講が許可された期間に対応するものとする。 

② 引き続いて在学を希望する場合は改めて審査を受け，許可された者は再度登録をしなければならない。 

第 166条 科目等履修生および特別聴講生は，本学則および別に定める科目等履修生および特別聴講生に関する規程のほか，正

科生と同じく一般の規則を遵守しなければならない。 

（以下省略） 

 

第 20章 賞罰 

第 186条 本大学学生として特に善行のあった者に対して表彰を行うことがある。 

第 187条 本大学在学中成績，人物および健康共に優れた者に対して，別に定めるところにより卒業時に表彰を行うことがあ 

る。 

第 188条 この学則若しくはこれに基づいて定められた学内諸規則に違反し，または学業を怠り，気品を害ね，その他学生とし

ての本分にもとる行為のあった者については，懲戒として情状により譴責，減点，停学または退学の処分をする。ただし，懲戒

退学は，次の各号の一つに該当する者に対してのみ，これを命ずるものとする。 

１ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者    ２ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

３ 正当な理由がなくて出席常でない者         ４ 大学の秩序を乱し，その他学生としての本分に著しく反した者 

（以下省略） 

 
３．大学大学院の科目等履修生および研究生に関する規程  

 
第１条（趣旨）大学院の科目等履修生および研究生については，慶應義塾大学大学院学則（大正9年5月5日制定。以下「大学院

学則」という。）に定めのあるもののほかは，この規程によるものとする。なお，法務研究科科目等履修生については別に定

める。 

第２条（定義）① 科目等履修生は，単位の修得を目的として修士課程の科目を履修するものとする。 

② 研究生は，専ら研究指導を受けるものとする。 

第３条（許可条件および対象科目）① 科目等履修生および研究生の登録は，正規学生の教育研究に支障のない範囲でこれを

許可する。 

② 科目等履修生の履修の対象科目は，各学期10単位以内で，大学院各研究科委員会が認めた科目とし，取扱いに関し

ては別に定める。 

第４条（出願資格）① 科目等履修生に出願することができる者は，大学院学則第118条に定める資格に該当する者とする。 

② 研究生に出願することができる者は，大学院学則第119条または第119条の２に定める資格に該当する者とする。 

第５条（出願手続）① 科目等履修生および研究生を希望する者は，所定の手続を経なければならない。 

② 複数の研究科にわたって履修を希望する者は，主たる所属研究科を定めるものとする。 

③ 出願手続の詳細については，募集要項において定めるものとする。 

第６条（出願書類および審査料）①出願書類は，次の各号に掲げるものとし，所定の期日までに審査料を添えて願い出なけれ

ばならない。 
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１ 願書・履歴書（所定用紙）          ２ 最終出身大学等の成績証明書 

３ 最終出身大学等の卒業（在学）証明書     ４ 外国人の場合は住民票の写し 

５ 研究生希望者の場合は研究計画書 

② 審査料は，別に定めるところによるものとする。 

③ いったん提出された出願書類および納入された審査料は，理由のいかんを問わず返還しない。 

第７条（選考）① 選考は，大学院研究科委員会において行うものとする。 

② 必要があるときは，試験・面接等を課すことができる。 

③ 選考の詳細については，募集要項において定めるものとする。 

第８条（許可通知および登録手続）① 選考結果は本人に通知するものとする。 

② 科目等履修生および研究生として登録を許可された者は，募集要項に従い登録手続を済ませなければならない。 

③ 登録に当たって必要な書類は，次の各号のとおりとする。 

１ 誓約書（所定用紙） 

２ 写真（所定様式） 

３ 住民票記載事項証明書（所定用紙） 

第９条（所定の費用）登録料，聴講料または研究指導料は，大学院学則第151条の別表３または大学院学則第153条の別表４に

定めるところによる。このほか，大学の求めに応じて，特に設備利用等により生じた費用相当額を納入するものとする。 

第10条（学生証の交付および返還）① 所定の登録手続を完了した者には学生証を交付する。 

② 科目等履修生および研究生としての登録期間が終了して，学籍を失うときは，学生証を直ちに返還しなければなら

ない。 

第11条（成績表および証明書の交付）① 科目等履修生には学業成績表を交付するほか，所定の証明書を交付することができ

る。 

② 研究生には所定の証明書を交付することができる。 

第12条（入学）入学は，学期の初めに限って許可する。ただし，大学院各研究科委員会が認める場合はその限りではない。 

第13条（履修または研究の期間）① 履修の期間は，当該科目の設置された学期の開始日から終了日までとする。 

② 研究の期間は，入学を許可された学期の開始日から，当該学期の終了日まで，または次学期の終了日までとする。 

第14条（規程の改廃）この規程の改廃は，大学院委員会の議を経て学長が決定する。 

 

別表３ （第 151条関係） 科目等履修生の登録料及び聴講料（単位：円） 

            種    別 

研 究 科 
登  録  料 

聴  講  料 

（１単位） 

文学研究科 

経済学研究科 

法学研究科 

社会学研究科 

商学研究科 

理工学研究科 

経営管理研究科（修士EMBAプログラムを除く）

政策・メディア研究科 

健康マネジメント研究科 

システムデザイン・マネジメント研究科 

薬学研究科 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

３８，０００ 

３８，０００ 

３８，０００ 

３８，０００ 

３８，０００ 

３８，０００ 

８０，０００ 

３８，０００ 

３８，０００ 

１００，０００ 

３８，０００ 

 

別表４ （第 153条関係） 研究生の登録料及び研究指導料（単位：円） 

            種    別 

研 究 科 
登  録  料 

研究指導料 

（１か年） 
実験実習費 

文学研究科（図書館・情報学専攻を除く） 

文学研究科（図書館・情報学専攻） 

経済学研究科 

法学研究科 

社会学研究科 

商学研究科 

理工学研究科 

経営管理研究科 

政策・メディア研究科 

健康マネジメント研究科 

システムデザイン・マネジメント研究科 

薬学研究科 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

３８０，０００ 

― 

実費 

― 

― 

― 

― 

実費 

― 

― 

― 

― 

実費 

 

 

４．大学院学則（抜粋） 

 
第１節 総則 

第１条 本大学大学院は，本塾建学の精神に則り，学理及びその応用を教授研究し，学術の深奥を究めて文化の進展に寄与する

ことを目的とする。 

第１条の２① 本大学大学院は，教育研究水準の向上を図り，本大学大学院の目的及び社会的使命を達成するため，教育研究活

動等の状況について点検及び評価を行う。 

（以下省略） 

 

第６節 入学，留学，休学，退学および再入学 
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（第 117条省略） 

第 118条 修士課程に入学する資格のある者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 大学を卒業した者    ２ 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者 

３ 外国において，学校教育における 16年の課程を修了した者 

４ 文部科学大臣の指定した者 

５ 大学に３年以上在学した者（またはこれに準ずる者）で，本大学大学院において，大学院が定める所定の単位を優れた成績

をもって修得したものと認めた者 

６ 外国の大学等において，修業年限が３年以上の課程を修了することにより，学士の学位に相当する学位を授与された者 

７ その他本大学大学院において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた 22歳以上の者 

第 119条 後期博士課程に入学する資格のある者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 修士の学位または専門職学位を有する者 ２ 外国において，修士の学位または専門職学位に相当する学位を授与された者 

３ 文部科学大臣の指定した者 

４ その他本大学大学院において，修士の学位または専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた 24歳以上の者 

第 119条の２ 医学研究科および薬学研究科薬学専攻の博士課程に入学する資格のある者は，次の各号のいずれかに該当する者

とする。 

１ 大学（医学，歯学，薬学（６年制課程）または獣医学の課程）を卒業した者 

２ 外国において，学校教育における 18年の課程（医学，歯学，薬学または獣医学の課程）を修了した者 

３ 文部科学大臣の指定した者 

４ その他本大学大学院において，大学（医学，歯学，薬学（６年制課程）または獣医学の課程）を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた 24歳以上の者 

（以下省略） 

 

第 12節 科目等履修生，特別聴講生，特別短期留学生，研究生および委託研究生 

第 151条① 本大学大学院は，修士課程に限り正規学生の研究および指導に支障のない範囲において，選考の上科目等履修生の

聴講を認めることがある。 

② 科目等履修生は，登録料および聴講料を別表３のとおり納入するものとする。このほか，大学の求めに応じて，特に設備利

用等により生じた費用相当額を納入するものとする。 

③ 科目等履修生は，その聴講科目につき試験を受けることができる。 

④ 本大学大学院は，当該研究科と他大学大学院との協議に基づき，他大学大学院の学生で本大学大学院の授業科目を履修する

者を，特別聴講生として受け入れることができる。この特別聴講生については，別に定める。 

（第５項および第６項省略） 

（第 152条省略） 

第 153条① 修士にして，なお本大学大学院において研究指導を受けたい者については，正規学生の研究および指導に支障のな

い範囲において，選考の上研究生として受け入れることがある。ただし，外国の大学学部卒業，またはこれに準ずる者について

も受け入れる場合がある。 

② 研究生は，登録料および研究指導料を別表４のとおり納入し，実験実習を受ける場合は，実費を納入するものとする。この

ほか，大学の求めに応じて，特に設備利用等により生じた費用相当額を納入するものとする。 

（第 154条省略） 

第 155条 特別の規程のない限り，本学則は科目等履修生，特別聴講生，特別短期留学生，研究生および委託研究生にも準用す

る。 

 

第 13節 学年，学期および休校日 

第 156条 学年は，４月１日に始まり翌年３月 31日に終わる。 

第 157条① 学年を分けて２学期とする。 

 春学期 ４月１日から９月 21日まで   秋学期 ９月 22日から翌年３月 31日まで 

（第２項省略）  

第 158 条① 授業を行わない日（以下「休校日」という。）は，次のとおりとする。ただし，必要があるときは，休校日を変更

し，または臨時に休校することができる。 

１ 日曜日                   ２ 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）で定められた休日 

３ 福澤先生誕生記念日（１月 10日）      ４ 開校記念日（４月 23日）  

５ 春季休校（３月中旬から３月下旬まで）   ６ 夏季休校（７月下旬から９月下旬まで） 

７ 冬季休校（12月下旬から翌年１月上旬まで） 

（第２項省略）  

③前２項に定める春季，夏季および冬季の各休校期間の日の定めは，その都度公示する。 

（第 159条省略） 

 

第 15節 賞罰 

第 160条 人物及び学業の優秀な者には，授賞することがある。 

第 161条 この学則若しくはこれに基づいて定められた学内諸規則に違反し，又は学業を怠り気品を害ね，その他学生としての

本分にもとる行為のあった者については，懲戒として情状により，譴責，減点，停学又は退学の処分をする。ただし，懲戒退学

は，次の各号のいずれかに該当する者に対してのみこれを命ずるものとする。 

１ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 ２ 成業の見込みがないと認められる者 

３ 正当の理由がなくて出席常でない者      ４ 学校の秩序を乱しその他学生としての本分に著しく反した者 

（以下省略） 

 


